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【FTA 対象品(構成品)(P)画面】※JAFTAS Lite 契約者は対象外 

P1）［FTA 対象品(構成品)(P) 一覧］画面 ・・・〔P〕p.10 

P2）［FTA 対象品(構成品)(P) 詳細］画面 ・・・〔P〕p.12 

 

【FTA 対象品（輸出品/構成品）登録】 

E/P3-1）調査対象品を登録する(1 件ずつ) ・・・〔E/P〕p.16 

E/P3-2）調査対象品を登録する(インポート) ・・・〔E/P〕p.19 

E4）認定輸出者として登録する ・・・〔E〕p.20 
 

【FTA 対象品(輸出品)(E) 調査作成】 

E5-1）自社判定品(内製品/輸出者判定品)の調査を作成する(1 件ずつ) 

 ・・・〔E〕p.21 

E5-2）自社判定品(内製品)の調査を作成する(まとめて操作) ・・・〔E〕p.23 
 

【FTA 対象品(輸出品/構成品) 依頼作成】 

E/P6-1）依頼を作成する(1 件ずつ) ・・・〔E/P〕p.24 

E/P6-2）依頼を作成する(まとめて操作) ・・・〔E/P〕p.25 
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FTA 対象品(構成品)(P)のメニューは
JAFTAS Lite 契約者は対象外です 
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E/P）機能 契約利用者 

E/P）［FTA 対象品(輸出品/構成品)(E/P)］の機能 
◆契約利用者が、調査の起点となる FTA 対象品を登録・管理するための業務です。 

  ※一般利用者にはメニューが表示されません。 

 

◆FTA 対象品(輸出品)(E) 

・＜FTA 対象品(輸出品)(E)＞に登録することにより、調査や依頼を開始できます。 

・判定完了後には「原産資格証明書の発行（自己証明）」や「日商判定番号の管理（第三者証明）」を

行うことができます。 

・仕入先から調達する産品に対しては「サプライヤー証明書」が入手できます。 

・FTA 対象品(輸出品)は「E」で表現されます。（ID が E で始まります。） 

 

◆FTA 対象品(構成品)(P)  ※JAFTAS Lite 契約者は対象外 

・部品として製造された（直接の輸出品ではない）産品の原産資格を判定する際に用いる業務です。 

・＜FTA 対象品(構成品)(P)＞で原産資格「達成」となった部品は、＜FTA 対象品(輸出品)(E)＞の原産 

資格調査の際に原産材料としても使用できます。 

・仕入先から調達する産品に対しては「サプライヤー証明書」が入手できます。 

・FTA 対象品(構成品)は「P」で表現されます。（ID が P で始まります。） 

 

【業務機能全体図】 
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E1） 契約利用者 

【FTA 対象品(輸出品)(E)画面】 

E1）［FTA 対象品(輸出品)(E) 一覧］画面 
調査対象品を<FTA 対象品(輸出品)(E)>へ個別もしくはインポートにより登録を行うと、[FTA 対象品(輸出

品)(E) 一覧］画面へ表示がされます。 

また、原産資格調査後も調査対象品の管理画面としてお使いいただけます。 

一覧画面の構成や操作方法については、共通機能Ⅰ-5)◆各種一覧について をご参照ください。 

 

・🔎マークをクリックすると［FTA 対象品(輸出品)(E) 詳細］

画面へ遷移します。 

・✐マークをクリックすると［FTA 対象品(輸出品)(E) 編集］

画面へ遷移します。 

 

【表示項目】 

項目名 説明 

輸出品 ID ・E+数値 10 桁 

・＜FTA 対象品(輸出品)(E)＞で調査対象品の登録をすると、JAFTAS シス

テムから自動で採番  

※契約企業はアカウント内で連番となる  

登録日 調査対象品を登録した日時 

アーカイブ アーカイブ済みの場合、〇が表示 

ステータス 調査前/調査中/確定済 

作業担当者所属部署 調査対象品に関する作業担当者所属部署 

作業担当者 調査対象品に関する作業担当者名 

品番 調査対象品を特定するための情報 ※調査依頼時に伝達、各種帳票に印字 

補助品番 調査対象品を特定するための情報 ※社内管理用 

品名(英) 調査対象品名(英) 

品名(日) 調査対象品名(日) 

調査種別 内製品/外製品/輸出者判定品 

調査結果 達成/未達成/直接回答/取下 

日商判定番号 日商判定番号(第三者証明の場合) 

回答日 回答者からの回答が行われた日時(外製品の場合) 

完結日 内製品：＜原産資格調査(D)＞で調査完了の承認を行った日時 

外製品：＜調査依頼・回答受信(A)＞で回答の承認を行った日時 

有効期限 調査対象品の JAFTAS 上で設定した原産資格調査の有効期限 

※自社管理用の有効期限 

※［FTA 対象品(輸出品)(E) 編集］画面にて変更可能(参照 E/P9) 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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E1） 契約利用者 

仕入先コード 調査対象品の仕入先コード(外製品の場合) 

仕入先 調査対象品の仕入先名(外製品の場合) 

HS コード 調査対象品の HS コード 6 桁 

協定 利用する協定 

使用判定基準 使用した原産地基準 

輸入通関国 調査対象品が最終的に輸入通関される国  

※日アセアン協定/RCEP 協定は必須 

調査 ID ・D+数値 10 桁 

・原産資格調査を作成すると、JAFTAS システムから自動で採番 

依頼 ID ・R+数値 10 桁 

・原産資格調査の依頼を作成すると、JAFTAS システムから自動で採番 

属性 1～5 社内参照用の情報 

調査件数 対象品およびその構成品に対して作成された調査件数の合計 

 

【まとめて操作】 

下記項目はまとめて操作を行うことが可能です。詳細は各説明ページをご参照ください。 

 

✓ 原産資格調査 作成 (参照 E5-2) 

✓ 依頼作成 (参照 E/P6-2) 

✓ 輸出品 複製 (参照 E/P10) 

✓ 内製品 再調査 (参照 E/P8) 

✓ 内製品 再調査 (依頼再利用)  (参照 E/P8) 

✓ 外製品 再調査 (参照 E/P8) 

✓ 廃番登録 (参照 E/P7-2) 

✓ 廃番登録 解除 (参照 E/P7-2) 

✓ サプライヤー証明書 ダウンロード (参照 E/P13-2) 

✓ 作業担当者の付与 (参照 E/P14) 

✓ 有効期限の付与 (参照 E/P9) 

✓ アーカイブ（参照 共通機能 I-7)アーカイブ機能） 

✓ アーカイブ解除 ※検索項目の「アーカイブ済の ID も表示」にチェックを入れた場合に表示 

✓ 削除 (参照 E/P12-2) 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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E2） 契約利用者 

E2）［FTA 対象品(輸出品)(E) 詳細］画面 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜構成＞ 
 

①『ヘッダー』部 
 
 
②『輸出品情報』部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③-1『調査依頼情報』部 
※「依頼作成」以降に表示 
 
 
 
③-2『原産資格調査情報』部 
※「原産資格調査作成」以降に表示 
 
 
 
④『社内メモ』部 
 
 
 
 
⑤『作業履歴』部 
※「調査依頼」以降に表示 
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E2） 契約利用者 

［FTA 対象品(輸出品)(E) 詳細］画面への遷移 

＜FTA 対象品(輸出品)(E) 一覧＞より、確認したい調査対象品の🔎マークをクリックすると［FTA 対象品(輸出

品)(E) 詳細］画面へ遷移します。 

 

①『ヘッダー』部：画面上部に、便利な情報が表示されています。 

 

 

 

『ID』：調査対象品の輸出品 ID に紐づく調査 ID や依頼 ID を表示します。 

『ステータス』：現在のステータスを表示します。 

 

 

『作業担当者』：［FTA 対象品(輸出品)(E) 編集］画面、もしくはまとめて操作 (担当者付与・参照

E/P14)にて入力した作業担当者を表示します。 

 

②『輸出品情報』部：登録した調査対象品の基本情報を表示します。 

項目名*マークは、［FTA 対象品(輸出品)(E) 編集］画面における必須入力項目です。 

 

項目名 説明（編集画面より入力した内容が表示） 

輸出品 ID ・E+数値 10 桁 

・＜FTA 対象品(輸出品)(E)＞で調査対象品の登録をすると、JAFTAS システムから

自動で採番  

※利用形態が「契約利用者」の場合、アカウント内で連番となる  

前輸出品 ID 再調査の元となる調査対象品の輸出品 ID  

※再調査により複製された調査対象品の場合に表示 

再調査先 

輸出品 ID 

再調査により複製した調査対象の輸出品 ID 

※調査対象品の再調査を行った場合に表示 

協定* 利用する協定 

輸入通関国 調査対象品が最終的に輸入通関される国 ※日アセアン協定/RCEP 協定は必須 

証明制度* 第三者証明/自己証明/認定輸出者  

※第三者証明を選択する場合は、<企業情報>にて日商企業登録番号の設定が必

要(参照 共通機能 II-1)企業情報について) 

審査要否* 東京共同トレード・コンプライアンスでの審査要否 

※「TKTC 審査サービス」を契約した企業のみ選択可能 

調査種別* 下記いずれかを表示 

・内製品：自社で輸出品の最終製造を行っている 

・外製品：仕入先より輸出品を購入している 

・輸出者判定品：仕入先より原産資格調査に必要な情報を入手している 

調査前 調査中 確定済 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
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E2） 契約利用者 

事前教示 下記いずれかを表示 

・空欄：事前教示を行っていない、もしくは不明である 

・未確認：事前教示を行っていない 

・有：調査対象品に関して輸入国税関へ法的拘束力のある HS 分類の回答を受けて

いる 

品番* 調査対象品を特定するための情報 ※調査依頼時に伝達、各種帳票に印字 

補助品番 調査対象品を特定するための情報 ※社内管理用 

品名(英)* 調査対象品名(英) ※特定原産地証明書、C/O へ記載の表記とする 

品名(日) 調査対象品名(日) 

HS コード* 調査対象品の HS コード 6 桁 

HS 年版 利用協定が採用している HS 年版 

HS コード最新年版 最新年版(現在は HS2022)に基づく調査対象品の HS コード 

有効期限 調査対象品の JAFTAS 上で設定した原産資格調査の有効期限 

※自社管理用の有効期限・変更可能 

調査結果 達成/未達成/直接回答/取下 

手動判定フラグ 原産資格調査時に下記を行っている場合はいずれかを表示 

・手動判定：＜原産資格調査(D)＞の際に【手動/システム外判定】を行った場合 

・JAFTAS 外根拠資料：<調査回答・回答送信(A)>にて【JAFTAS 外の資料取

込】を行った場合 

廃番 調査対象品の廃番登録を行った場合に☑が付く 

属性 1～5 社内参照用の情報 ※属性１(数値のみ入力可)、属性 2~5(50 文字まで入力可) 

仕入先* 調査対象品の仕入先名(外製品の場合) 

仕入先コード 調査対象品の仕入先コード(外製品の場合) 

登録日時 調査対象品を登録した日時 

完結日時 内製品：＜原産資格調査(D)＞で調査完了の承認を行った日時 

外製品：＜調査依頼・回答受信(A)＞で回答の承認を行った日時 

同意通知先企業

登録番号 

第三者証明制度の場合に表示 ※初期表示では自社を表示 

同意通知先企業名 第三者証明制度の場合に表示 ※初期表示では自社を表示 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q. 今回、日オーストラリア協定を利用します。過去に、日インド協定にて生産者へ原産資格調査を 
依頼した産品と同一品番ですが、過去の調査結果を使いまわすことは可能でしょうか。 

A. いいえ。同一品番、同一産品であっても協定が異なる場合は、改めて原産資格調査が必要となり 
ます。したがって、今回は日オーストラリア協定で FTA 対象品(輸出品)登録を行い、改めて生産者 
へ原産資格調査の依頼を行ってください。  

◆FTA 対象品(輸出品)登録時の品名(英)について 
原産資格調査時の対比表・計算 WS、TSV 等の情報と紐づいております。第三者証明制度の場合
は、同意通知に記載される品名になり、自己証明制度の場合は、C/O に記載される品名となります。 
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E2） 契約利用者 

③『原産資格調査情報/調査依頼情報』部：‟調査中” ‟確定済”のステータスの際に、調査種別(内製品/外

製品)に応じていずれかを表示します。 

※ステータスが‟調査前”の場合は表示されません。 

 

 

 

③-1『調査依頼情報』： 調査対象品(外製品)の依頼内容や進捗状況等を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-2『原産資格調査情報』：調査対象品(内製品)の原産資格調査の進捗状況等を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④『社内メモ』部 

・備考として自由にお使いいただけます。 

・社外には公開されません。 

 

⑤『作業履歴』部 

入力等の作業を行った際の履歴が反映されます。

調査前 調査中 確定済 

項目名 説明 

依頼 ID ・R+数字 10 桁 

・原産資格調査の依頼を作成すると、JAFTAS システムから自動で採番 

※リンクより［調査依頼・回答受信 詳細］画面へ遷移 

ステータス ＜調査依頼・回答受信(R)＞でのステータス 

有効期限/同意通知期限 回答者が設定した調査結果に対する有効期限 

または日商の発給システムで設定した同意通知有効期限 

使用判定基準 使用した原産地基準 

日商判定番号 日商判定番号(第三者証明の場合) 

証明書ファイル名 サプライヤー証明書のファイル名(ステータス‟確定済”の場合） 

※ダウンロードも可能 

※回答者が JAFTAS 外の資料取込を行っている場合は、取込した資料

を表示 

項目名 説明 

調査 ID ・D+数値 10 桁 

・原産資格調査を作成すると、JAFTAS システムから自動で採番 

※ID をクリックすると［原産資格調査 詳細］画面へ遷移 

ステータス ＜原産資格調査(D)＞でのステータス 

有効期限/同意通知期限 ＜原産資格調査(D)＞で設定した調査結果に対する有効期限 

使用判定基準 使用した原産地基準 

日商判定番号 日商判定番号(第三者証明の場合) 
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P1） 契約利用者 ※JAFTAS Lite 契約者は対象外 

【FTA 対象品(構成品)(P)画面】 

P1）［FTA 対象品(構成品)(P) 一覧］画面 
調査対象品を<FTA 対象品(構成品)(P)>へ個別もしくはインポートにより登録を行うと、［FTA 対象品(構成

品)(P) 一覧］画面へ表示がされます。 

また、原産資格調査後も調査対象品の管理画面としてお使いいただけます。 

一覧画面の構成や操作方法については、共通機能Ⅰ-5)◆各種一覧について をご参照ください。 

※JAFTAS Lite 契約利用者は<FTA 対象品(構成品)(P)>メニューが表示されません。 

 

・🔎マークをクリックすると［FTA 対象品(構成品)(P) 詳細］

画面へ遷移します。 

・✐マークをクリックすると［FTA 対象品(構成品)(P) 編集］

画面へ遷移します。 

 

 

【表示項目】 

項目名 説明 

構成品 ID ・P+数値 10 桁 

・＜FTA 対象品(構成品)(P)＞の登録をすると、JAFTASシステムから自動で採番  

※契約企業はアカウント内で連番となる 

登録日 調査対象品を登録した日時 

アーカイブ アーカイブ済みの場合、〇が表示 

ステータス 調査前/調査中/確定済 

作業担当者所属部署 調査対象品に関する作業担当者所属部署 

作業担当者 調査対象品に関する作業担当者名 

品番 調査対象品を特定するための情報 ※調査依頼時に伝達、各種帳票に印字 

補助品番 調査対象品を特定するための情報 ※社内管理用 

品名（英） 調査対象品名(英) 

品名（日） 調査対象品名(日) 

調査結果 達成/未達成/直接回答/取下 

回答日 回答者からの回答が行われた日時(外製品の場合) 

完結日 ＜調査依頼・回答受信(R)＞で回答の承認を行った日時 

有効期限 調査対象品の JAFTAS 上で設定した原産資格調査の有効期限 

※自社管理用の有効期限・変更可能 

仕入先コード 調査対象品の仕入先コード(外製品の場合) 

仕入先 調査対象品の仕入先名 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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P1） 契約利用者 ※JAFTAS Lite 契約者は対象外 

HS コード 調査対象品の HS コード 6 桁 

協定 利用する協定 

使用判定基準 使用した原産地基準 

輸入通関国 調査対象品の輸出品が最終的に輸入通関される国  

※日アセアン協定/RCEP 協定は必須 

依頼 ID ・R+数値 10 桁 

・原産資格調査の依頼を作成すると、JAFTAS システムから自動で採番 

属性 1～5 社内参照用の情報 

 

【まとめて操作】 

下記項目は一括で操作を行うことが可能です。詳細は各説明ページをご参照ください。 

 

✓ 依頼作成 (参照 E/P6-2) 

✓ 構成品 複製 (参照 E/P10) 

✓ 再調査 (参照 E/P8) 

✓ 廃番登録 (参照 E/P7-2) 

✓ 廃番登録 解除 (参照 E/P7-2) 

✓ サプライヤー証明書・根拠書類ダウンロード (参照 E/P13-2) 

✓ 作業担当者の付与 (参照 E/P14) 

✓ 有効期限の付与 (参照 E/P9) 

✓ アーカイブ（参照 共通機能 I-7)アーカイブ機能） 

✓ アーカイブ解除 ※検索項目の「アーカイブ済の ID も表示」にチェックを入れた場合に表示 

✓ 削除 (参照 E/P12-2) 

 

 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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P2） 契約利用者 ※JAFTAS Lite 契約者は対象外 

P2）［FTA 対象品(構成品)(P) 詳細］画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜構成＞ 
 

①『ヘッダー』部 
 
 
 
②『構成品情報』部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③『調査依頼情報』部 
※「依頼作成」以降に表示 
 
 
④『社内メモ』部 
 
 
⑤『作業履歴』部 
※「調査依頼」以降に表示 
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P2） 契約利用者 ※JAFTAS Lite 契約者は対象外 

［FTA 対象品(構成品)(P) 詳細］画面への遷移 

＜FTA 対象品(構成品)(P) 一覧＞より、確認したい調査対象品の🔎マークをクリックすると［FTA 対象品(構成

品)(P) 詳細］画面へ遷移します。 

 

①『ヘッダー』部：画面上部に、便利な情報が表示されています。 

 

 

 

『構成品 ID』：調査対象品の構成品 ID に紐づく依頼 ID を表示します。 

『ステータス』：現在のステータスを表示します。 

 

 

『作業担当者』：［FTA 対象品(構成品)(P) 編集］画面、もしくはまとめて操作 (担当者付与・参照

E/P14)にて入力した作業担当者を表示します。 

 

②『構成品情報』 部： 登録した調査対象品の基本情報を表示します。 

項目名*マークは、［FTA 対象品(構成品)(P) 編集］画面における必須入力項目です。 

 

項目名 説明（編集画面より入力した内容が表示） 

構成品 ID ・P+数値 10 桁 

・FTA 対象品(構成品)(P)で調査対象品の登録をすると、JAFTAS システムから自

動で採番  

※契約企業はアカウント内で連番となる  

前構成品 ID 再調査の元となる調査対象品の構成品 ID  

※再調査により複製された調査対象品の場合に表示 

再調査先構成品 ID 再調査により複製した調査対象の構成品 ID 

※調査対象品の再調査を行った場合に表示 

協定* 利用する協定 

輸入通関国 調査対象品が組み込まれる輸出品の最終的な輸入通関国  

※日アセアン協定/RCEP 協定は必須 

証明制度* 第三者証明制度/自己証明制度  

審査要否* 東京共同トレード・コンプライアンスでの審査要否 

※「TKTC 審査サービス」を契約した企業のみ選択可能 

事前教示 下記いずれかを表示 

・空欄：事前教示を行っていない、もしくは不明である 

・未確認：事前教示を行っていない 

・有：調査対象品に関して輸入国税関へ法的拘束力のある HS 分類の回答を 

受けている 

調査前 調査中 確定済 
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P2） 契約利用者 ※JAFTAS Lite 契約者は対象外 

品番* 調査対象品を特定するための情報 ※調査依頼時に伝達、各種帳票に印字 

補助品番 調査対象品を特定するための情報 ※社内管理用 

品名(英)* 調査対象品名(英)  

品名(日) 調査対象品名(日) 

HS コード 調査対象品の HS コード 6 桁 

HS 年版 利用協定が採用している HS 年版 

有効期限 調査対象品の JAFTAS 上で設定した原産資格調査の有効期限 

※自社管理用の有効期限・変更可能 

調査結果 達成/未達成/直接回答/取下 

手動判定フラグ 原産資格調査時に下記を行っている場合はいずれかを表示します。 

・手動判定：＜原産資格調査(D)＞の際に【手動/システム外判定】を行った場合 

・JAFTAS 外根拠資料：＜調査回答・回答送信(A)＞にて【JAFTAS 外の資料

取込】を行った場合 

廃番 調査対象品の廃番登録を行った場合に☑が付く 

属性 1～5 社内参照用の情報 

※属性１(数値のみ入力可)、属性 2~5(50 文字まで入力可) 

仕入先 調査対象品の仕入先名 ※内製品の場合、自社名を表示 

仕入先コード 調査対象品の仕入先コード 

登録日時 調査対象品を登録した日時 

完結日時 ＜調査依頼・回答受信(R)＞で回答の承認を行った日時 

 

③『調査依頼情報』 部： 調査対象品の依頼内容や進捗状況等を表示します。 

 

項目名 説明 

依頼 ID ・R+数字 10 桁 

・原産資格調査の依頼を作成すると、JAFTAS システムから自動で採番 

※リンクより［調査依頼・回答受信 詳細］画面へ遷移 

ステータス ＜調査依頼・回答受信(R)＞でのステータス 

有効期限 回答者が設定した調査結果に対する有効期限 

使用判定基準 使用した原産地基準 

証明書ファイル名 サプライヤー証明書のファイル名(ステータス‟確定済”の場合） 

※ダウンロードも可能 

※回答者が JAFTAS 外の資料取込を行っている場合は、取込した資料を表示 

※調査対象品が自社内製品の場合は、対比表・計算 WS 等の根拠資料を表示 
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P2） 契約利用者 ※JAFTAS Lite 契約者は対象外 

④『社内メモ』部 

・備考として自由にお使いいただけます。 

・社外には公開されません。 

 

⑤『作業履歴』部 

入力等の作業を行った際の履歴が反映されます。 
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E/P3-1） 契約利用者 

【FTA 対象品(輸出品/構成品)登録】 
※FTA 対象品の登録業務は、FTA 対象品(輸出品)(E)と FTA 対象品(構成品)(P)ともに同じ方法で行いま

す。 

 

E/P3-1）調査対象品を登録する(1 件ずつ) 
調査対象品を個別に登録する方法をご案内します。 

 

1) メニュー＞FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P)＞登録をク

リックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 登録］画面に

て、必要事項を登録します。 

※輸出品登録の際は日商企業登録番号が必須になりま

す。 

＜企業情報＞より事前に登録いただく事を推奨いたしま

す。（参照 共通Ⅱ-1)企業情報について） 

 

 

『作業担当者』 

本調査に関する自社担当者を入力します。(任意)  

 

 

『輸出品/構成品情報』 

項目名*マークは必須入力項目です。 

 

項目名 説明 

協定* 利用する協定 

輸入通関国 調査対象品が最終的に輸入通関される国 ※日アセアン協定/RCEP 協定は必須 

証明制度* 第三者証明制度/自己証明制度/認定輸出者  

※認定輸出者は輸出品(E)のみ表示  

審査要否* 東京共同トレード・コンプライアンスでの審査要否 

※「TKTC 審査サービス」を契約した企業のみ選択可能 

調査種別* 下記いずれかを選択 

※構成品(P)は全て外製品として扱うため選択肢が表示されません。 

・内製品：自社で輸出品の最終製造を行っている 

・外製品：仕入先より輸出品を購入している 

◆HS コードを特定する際は、HS LAB(HS
コード特定サービス)をご利用いただくと便
利です。 

  詳細は 共通機能I-8)HSコード特定に
関する情報提供 をご参照ください。 

  
入力補助マスタ情報から調査対象品の品

番、補助品番、品名、HS コードを紐づける

ことが出来ます。(参照 共通機能 II-3-1)

輸出品/構成品マスタの機能・品番 HS コー

ドマスタの機能) 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
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・輸出者判定品：仕入先より原産資格調査に必要な情報を入手している  

事前教示 下記いずれかを選択 

・空欄：事前教示を行っていない、もしくは不明である 

・未確認：事前教示を行っていない 

・有：調査対象品に関して輸入国税関へ法的拘束力のある HS 分類の回答を 

受けている 

品番* 調査対象品を特定するための情報 ※調査依頼時に伝達、各種帳票に印字 

補助品番 調査対象品を特定するための情報 ※社内管理用 

品名(英)* 調査対象品名(英)  

※特定原産地証明書、C/O へ記載の表記とする 

※輸出品(E)は必須、構成品(P)は英/日いずれか必須 

品名(日) 調査対象品名(日) 

HS コード* 調査対象品の HS コード 6 桁 

HS 年版 利用協定が採用している HS 年版 ※協定の選択時に自動表示 

HS コード最新年版 

(参照※1) 

最新年版(現在は HS2022)に基づく調査対象品の HS コード 

※輸出品(E)、且つ輸入通関国を入力している場合に入力可能 

属性 1～5 社内参照用の情報 

※属性１(数値のみ入力可)、属性 2~5(50 文字まで入力可) 

仕入先* 調査対象品の仕入先名 ※審査種別を外製品とした場合に選択可能 

同意通知先企業登

録番号 

第三者証明の場合は必須 ※初期表示では自社を表示 

同意通知先企業名 第三者証明の場合は必須 ※初期表示では自社を表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）一部の協定については関税率テーブルが作成され次第の対応となりますので、当面「関税率表示」ボタンが

表示されません。ご了承ください。 

① 

②

 

③  

 

④  

 

 
⑤  

 

 
※１ 【関税率の確認について】 
輸入通関国へ確認済の HS コードを【HS コード最新
年版】へ入力することで、調査対象品の関税率
(MFN 税率/EPA 税率)を参考情報として確認するこ
とが可能です。 

 
① 輸入通関国を入力します。 
② 最新年版の HS コード(6 桁)を入力します。 
③ HS コードの 7 桁目以降を入力できます。※任意 
④ 「関税率表示」をクリックします。 
⑤ 表示されるポップアップにて、MFN 税率および EPA

税率を確認できます。 
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E/P3-1） 契約利用者 

 

『社内メモ』 

・備考として自由にお使いいただけます。 

・社外には公開されません。 

 

3) 画面下部の「登録」をクリックします。表示されるポップアップに

て「はい」をクリックすると、輸出品 ID(E+数字 10 桁)もしく

は構成品 ID(P+数字 10 桁)が作成されます。 

 

4) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 詳細］画面に遷

移します。 

 

※次の業務への進め方によって複数のボタンが表示されます。

必要に応じて下部のボタン(参照 E/P10)、もしくは［FTA

対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面の【まとめ

て操作】より調査作成(参照 E5-2)/依頼作成(参照

E/P6-2)へ進んでください。 

 

・輸出品(内製品)の場合⇒調査の作成へ(参照 E5) 

・輸出品(内製品/輸出者判定品)の場合⇒調査の作成

へ(参照 E5-1) 

・構成品(内製品)の場合⇒依頼の作成へ(参照 E/P6) 

・輸出品/構成品(外製品)の場合⇒依頼の作成へ(参照

E/P6) 
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E/P3-2） 契約利用者 

E/P3-2）調査対象品を登録する(インポート) 
調査対象品をインポートにより、まとめて登録する方法をご案内

します。 

※インポート時の注意事項については、共通機能Ⅰ-6)♦イン

ポート機能と利用に関しての注意点 をご参照ください。 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞  

インポートをクリックします。 

 

2) ファイルフォーマットをダウンロードし、インポートファイルを作成し

ます。 

※国・協定コードについては、同画面「国・協定コード」を 

ダウンロードいただくか、別添資料１-X16)国・協定コード

一覧 をご参照ください。 

 

3) 作成したインポートファイルをアップロードします。 

・取込内容にエラーがある場合は赤字で「入力データに 

誤りがあります。メッセージ欄をご確認ください」と表示さ 

れます。画面下の「クリア」をクリックし、修正したデータを 

再度アップロードしてください。 

 

4) 「インポート確認結果」のステータスが「成功」となっていれば、

そのまま調査対象品として登録されます。 

【FTA 対象品(輸出品)(E)の場合】 

内製品の場合は原産資格調査のデータ(調査 ID)、外製

品の場合は調査依頼のデータ(依頼 ID)が連動して作成

されます。 

 

【FTA 対象品(構成品)(P)の場合】 

調査依頼のデータ(依頼 ID)が連動して作成されます。 

 

 ・輸出品(内製品)の場合⇒D)調査の機能へ 

・構成品(内製品)の場合⇒R)依頼の機能へ 

・輸出品/構成品(外製品) 

の場合⇒R)依頼の機能へ 

NEXT 
STEP 

◆ファイルの重複防止制限があります。  
一度ファイルをアップロードすると、同一ファ
イル名では再びアップロードをすることがで
きません。 

 ◆大量のデータをアップロードする際は長時 
間の処理になります。アップロード後、しば 
らくお待ちください。 

◆外製品の場合、 
・項目「仕入先コード」の情報を登録するこ

とで、R3)より仕入先に対して調査依頼

を行う流れにつなげることができます。 
・インポートにより作成された依頼 ID には、

下記 a>b>c の順に希望回答期限が
設定されます。 

a. インポートデータに入力した回答期限 
b. 上記 a が空欄であれば<取引先企業

情報>の仕入先設定の回答期限 
c. 上記 a,b が空欄・未設定であれば<

企業情報>の回答期限 
※上記回答期限を変更する操作は、［依

頼送信・回答受信(R)編集］で行いま
す。(参照 R3)依頼を送信する） 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf


 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance 目次へ戻る Ｅ/Ｐ）   20  

Ver.8.5 

E4） 契約利用者 

E4）認定輸出者として登録する 
認定輸出者として調査対象品を登録する手順をご案内します。 

 

1) JAFTAS へ認定輸出者の登録をする ※初回のみ 

TKTC にて設定を行います。契約時もしくは認定を受けまし

たら TKTC へご連絡ください。 

 

① 書面にて TKTC へ申請を行います。 

② TKTC にて JAFTAS へ認定輸出者の登録を行い 

ます。※協定ごとの登録となります。 

③［FTA 対象品(輸出品)(E) 登録］画面にて、対象協

定の証明制度の選択肢に「第三者証明」に加えて「認

定輸出者」が表示されます。 

 

2) 認定輸出者として調査を行う 

［FTA対象品(輸出品)(E) 登録］画面にて、調査対象品

の登録を行います。(参照 E/P3) 

・協定(日スイス EPA、日ペルーEPA、日メキシコ EPA、RCEP

協定)を選択 

・証明制度は「認定輸出者」を選択 

 

【内製品の場合】 

-調査を作成します。(参照 E5) 

原産資格調査フローは自己証明と同様です。 

 

【外製品の場合】 

-依頼を作成します。(参照 E/P6) 

 

3) 申告文情報を取得する 

認定輸出者として原産地申告に記載する情報を＜FTA対象

品(輸出品)(E) 一覧＞よりダウンロードできます。(参照 I3)

原産資格証明書・申告文情報の発行) 

 

 

◆認定輸出者とは 
・経済産業大臣より認定を受けた輸出者 
が、第三者証明制度を日本商工会議所 
の判定なく活用できる制度です。 

・日スイス EPA、日ペルーEPA、日メキシコ 
EPA、RCEP 協定が対象です。 

・<FTA対象品(構成品)(P)>は対象外の 
機能です。 
 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_identification.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_identification.pdf
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Ver.8.5 

E5-1） 契約利用者 

【FTA 対象品（輸出品/構成品）調査作成】 

E5-1）自社判定品(内製品/輸出者判定品)の調査を作成する

(1 件ずつ) 
自社で原産資格調査を行う内製品及び輸出者判定品について、［FTA 対象品(輸出品)(E) 詳細］画面から、

原産資格調査を個別に作成する方法をご案内します。 

※＜FTA 対象品(構成品)(P)＞は対象外の機能です。 

 

 

  

 

 

【内製品の原産資格調査】 

1) メニューバー ＞ FTA 対象品(輸出品)(E) ＞ 一覧をクリ

ックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品)(E) 一覧］画面にて、ステータス‟

調査前”等で絞り込みをします。 

 

3) 原産資格調査行う調査対象品の🔎マークをクリックします。 

 

4) ［FTA 対象品(輸出品)(E) 詳細］画面下部の、「原産

資格調査 作成」をクリックします。(参照 E/P10) 

 

5) 表示されるポップアップにて「はい」をクリックすると、新規で調査

ID(ステータス‟調査中”)が作成され、［原産資格調査(D) 

編集］画面へ遷移します。 

 

※ここより通常の原産資格調査のフローとなります。詳細に 

ついては、D2)原産資格調査を開始する をご参照ください。 

 

 

 

 

  

調査前 調査中 確定済 

◆<FTA 対象品(構成品)(P)>は対象外
の機能です。 

 

※構成品(内製品)は<調査依頼・回答受
信(R)>より自社へ依頼を送信後、<調
査回答・回答送信(A)>にて受付時に
原産資格調査を作成します。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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Ver.8.5 

E5-1） 契約利用者 

【輸出者判定品の原産資格調査】 

JAFTAS は原則として生産者が原産資格調査を実施する事を想定したシステムですが、第三者証明制度において

は日本商工会議所に対する判定依頼を生産者もしくは輸出者のどちらも行えるため、輸出者が原産資格調査を

実施するケースがあります。 

その場合には、JAFTAS においては輸出者判定品として登録する事で、輸出者側にて原産資格判定を行うことが

できます。 

※ステータス‟調査前”で原産資格調査を開始したい輸出者判定品のみが対象です。 

 

 

1) メニューバー ＞ FTA 対象品(輸出品)(E) ＞ 一覧をクリ

ックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品)(E) 一覧］画面にて、ステータス‟

調査前” 等で絞り込みをします。 

 

3) 原産資格調査行う輸出者判定品の🔎マークをクリックしま

す。 

 

4) ［FTA 対象品(輸出品)(E) 詳細］画面にて、画面下部

「輸出者判定」をクリックします。この時、輸出品情報の調査

種別は『輸出者判定』が表示されています。 

 

5) 表示されるポップアップにて「はい」をクリックすると、新規で調査

ID(ステータス‟調査中”)が作成され、［原産資格調査【輸

出者判定品】 編集］画面へ遷移します。 

 

※ここより通常の原産資格調査のフローとなります。詳細に 

ついては、D2)原産資格調査を開始する および D3-9)輸

出者判定品 をご参照ください。 

 

 

【輸出者判定を行う前に、JAFTAS 上にて回答者より直接回答により根拠資料を入手している場合】 

＜FTA 対象品(輸出品/構成品)(E/P)＞には当該資料は引き継がれません。＜調査依頼・回答送信

(R)＞より当該資料をダウンロードしてください。 

調査種別 輸出者判定 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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Ver.8.5 

E5-2） 契約利用者 

E5-2）自社判定品(内製品)の調査を作成する(まとめて操作) 
原産資格調査をまとめて作成する方法をご案内します。 

※ステータスが‟調査前”の調査対象品(内製品)に限ります。 

※＜FTA 対象品(構成品)(P)＞は対象外の機能です。 

※輸出者判定品は対象外の機能です。 

 

 

 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品)(E) ＞ 一覧をクリック

します。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品)(E) 一覧］画面にて、ステータス‟

調査前” 等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左にある「まとめて操作」より、「原産資格調査 作成」を

選択します。 

 

4) 原産資格調査の準備が完了している内製品は、✐マーク左

横にチェックボックスが表示されます。調査を開始する調査対

象品のチェックボックスに☑を入れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックします。 

 

6) 表示されるポップアップにて「はい」をクリックすると、＜原産資

格調査(D)＞に新規で調査 ID(ステータス‟調査中”)が作

成されます。 

 

※ここより通常の原産資格調査のフローとなります。詳細に 

ついては、D2)原産資格調査を開始する をご参照ください。 

 

 

調査前 調査中 確定済 

まとめて操作 

1.原産資格調査 作成 

2.依頼作成 

： 

 

 

◆<FTA 対象品(構成品)(P)>は対象外 
※構成品(内製品)は<調査依頼・回答受

信(R)>より自社へ依頼を送信後、<調
査回答・回答送信(A)>にて受付時に
原産資格調査を作成します。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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Ver.8.5 

E6-1） 契約利用者 

【FTA 対象品（輸出品/構成品）依頼作成】 

E/P6-1）依頼を作成する(1 件ずつ) 
調査対象品の調査依頼を個別に作成する方法をご案内します。 

※ステータスが‟調査前”の調査対象品に限ります。 

※構成品(内製品)の場合、自社に依頼を送信します。 

 

 

 

 

1) メニュー＞FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P)＞一覧をク

リックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟調査前”等で絞り込みをします。 

 

3) 依頼を作成する調査対象品の🔎マークをクリックします。 

 

4) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 詳細］画面にて、

画面下部の「依頼作成」をクリックします。 

 

5) 表示されるポップアップにて回答期限を入力し、「はい」をクリッ

クします。 

・仕入先設定(参照 共通機能 III-1)仕入先管理(依  頼

者))で回答期限が登録済であれば、その日数での日付が

表示されます。 

・仕入先設定の回答期限が未登録であれば、企業情 

報(参照 共通機能 II-1)企業情報について)の登録   日

数での日付が表示されます。 

・変更する場合は日付の表示欄をクリックするとカレンダー 

が表示されますので、設定したい日付を選択します。 

 

6) 新規で依頼 ID(ステータス‟作成中”)が作成され、［調査

依頼・回答受信 詳細］画面へ遷移します。 

※依頼の編集・送信手順については、R3)依頼を送信する 

をご参照ください。 

調査前 調査中 確定済 

 

◆構成品(内製品)は<調査依頼・回答受
信(R)>より自社へ依頼を送信後、<調
査回答・回答送信(A)>にて受付時に
原産資格調査を作成します。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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Ver.8.5 

E6-2） 契約利用者 

E/P6-2）依頼を作成する(まとめて操作) 
調査対象品の調査依頼をまとめて作成する方法をご案内します。 

※ステータスが‟調査前”の調査対象品に限ります。 

※構成品(内製品)の場合、自社に依頼を送信します。 

 

 

 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟調査前”等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左にある「まとめて操作」より、「依頼作成」を選択しま

す。 

 

4) 対象の調査対象品は✐マーク左横にチェックボックスが表示さ

れます。依頼を作成する調査対象品のチェックボックスに☑を

入れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックします。 

 

6) 表示されるポップアップにて回答期限を入力し、「はい」をクリッ

クします。 

  

7) ＜調査依頼・回答受信 (R)＞へ新規で依頼 ID(ステータス

‟作成中”)が作成されます。 

 

8) メニュー ＞ 調査依頼・回答受信 (R) ＞ 未送信をクリッ

クすると、依頼を作成した調査対象品が表示されます。 

※まとめて依頼送信の手順については、R3-2)依頼を送信す

る(まとめて操作) をご参照ください。

調査前 調査中 確定済 

まとめて操作 

1.依頼送信 

： 

 

まとめて操作 

1.原産資格調査 作成 

2.依頼作成 

： 

 

◆構成品(内製品)は<調査依頼・回答受
信(R)>より自社へ依頼を送信後、<調
査回答・回答送信(A)>にて受付時に
原産資格調査を作成します。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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Ver.8.5 

E7-1） 契約利用者 

【FTA 対象品（輸出品/構成品）更新・編集】 

E/P7-1）廃番の登録・解除をする(1 件ずつ) 
・原産資格調査の結果を使用しなくなったステータス‟確定済”の調査対象品については廃番登録が可能です。 

・廃番登録を行うと下記の操作ができなくなるため、誤って調査結果を利用してしまうことを防ぐことが可能です。 

-<FTA 対象品(輸出品/構成品)(E/P)>における再調査や複製 

-<原産資格証明書(I)>における原産地証明書や申告文情報の発行 

※<原産資格調査(D)>および<調査回答・回答送信(A)>への影響はありません。 

・［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面にて検索項目の廃番に☑を入れて「検索」ボタンをクリック

すると、廃番登録にした調査対象品の絞り込みができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【廃番登録】 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟確定済”等で絞り込みをします。 

 

3) 廃番登録を行う調査対象品の✐マークをクリックします。 

 

4) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 編集］画面の

『輸出品情報/構成品情報』にて、廃番のチェックボックスに☑

を入れます。 

 

5) 画面下部の「更新」をクリックすると［FTA 対象品(輸出品/

構成品) (E/P) 詳細］画面へ遷移します。 

※当該調査対象品は廃番登録され、原産地証明書へ 

の記載や再調査ができなくなります。 

 

調査前 調査中 確定済 

廃番   

◆［FTA対象品(輸出品/構成品) (E/P)
編集］画面の『社内メモ』へ廃番事由
を記載しておくことを推奨します。 

◆廃番登録とアーカイブは別機能です。 
廃番＝その品番がすでに使用されない（生産されない、輸出されない）ことから、誤って FTA の
申請、原産資格調査に使われないように制御するもの 

アーカイブ＝誤った情報で登録してしまった場合など、JAFTAS の操作において不要となった ID
（品番）について、今後の操作を停止するために、表示を止めるもの 

アーカイブ機能の詳細については、共通機能 I-7)アーカイブ機能 をご参照ください。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf


 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance 目次へ戻る Ｅ/Ｐ）   27  

Ver.8.5 

E7-1） 契約利用者 

 

【廃番登録 解除】 

廃番登録を行った調査対象品について、原産資格調査の再調査を行いたい等の理由より、廃番登録の解除をす

ることが可能です。 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟確定済”等で絞り込みをします。 

 

3) 廃番登録を解除する調査対象品の✐マークをクリックします。 

 

4) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 編集］画面の

『輸出品情報/構成品情報』にて、廃番のチェックボックスから

☑を外します。 

 

5) 画面下部の「更新」をクリックすると、当該調査対象品は廃

番登録が解除され［FTA 対象品(輸出品/構成品) 

(E/P) 詳細］画面へ遷移します。 

※［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P)詳細］画 

面の『輸出品情報/構成品情報』にて、廃番のチェック 

ボックスのチェックが外れていることを確認してください。 

 

 

廃番   
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Ver.8.5 

E7-2） 契約利用者 

E/P7-2）廃番登録・解除をする(まとめて操作) 
廃番登録・解除は［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 編集］画面より個別に行うこともできますが、以下で

はまとめて廃番登録・解除を行う手順をご案内します。 

 

 

 

 

【廃番登録】 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟確定済”等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左にある「まとめて操作」より、「廃番登録」を選択します。 

 

4) 対象品の✐マーク左横にチェックボックスが表示されます。廃

番登録をする調査対象品のチェックボックスに☑を入れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックします。 

 

6) 表示されるポップアップにて「はい」をクリックすると、チェックを入

れた調査対象品が一括で廃番登録されます。 

※当該調査対象品は廃番登録され、原産地証明書へ 

の記載や再調査ができなくなります。 

 

  

調査前 調査中 確定済 

まとめて操作 

： 

7.廃番登録 

8.廃番登録 解除 

： 
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【廃番登録 解除】 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟確定済”等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左にある「まとめて操作」より、「廃番登録 解除」を選択

します。 

 

4) 対象品の✐マーク左横にチェックボックスが表示されます。廃

番登録の解除をする調査対象品のチェックボックスに☑を入

れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックします。 

 

6) 表示されるポップアップにて「はい」をクリックすると、チェックを入

れた調査対象品の廃番登録が一括で解除されます。 

※［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 詳細］画 

面の『輸出品情報/構成品情報』にて、廃番のチェック 

ボックスのチェックが外れていることを確認してください。 

 

 

まとめて操作 

： 

7.廃番登録 

8.廃番登録 解除 

： 
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E/P8）定期原産性調査を行う(まとめて操作) 
・原産資格調査を行ったステータス‟確定済”の調査対象品に 

ついて、「まとめて操作」より原産性の定期見直しを行うことが 

可能です。 

・下記３パターンにおける操作の手順をご案内します。 

-【内製品 再調査】 

-【内製品 再調査 (依頼再利用)】 

-【外製品 再調査】/【再調査】 

※まとめて操作ではなく個別対応する場合は、後述の

E/P10）表示ボタンの説明 をご参照ください。 

 

 

 

 

【内製品 再調査】 

 

過去の<FTA 対象品(輸出品)(E)>情報とそれに紐づく<原産資格調査(D)>情報を複製します。 

※複製元の原産資格調査に紐づく各構成品の調査結果は引き継がれません。 

※<FTA 対象品(構成品)(P)>は対象外の機能です。 

 

 

  

調査前 調査中 確定済 

まとめて操作 

： 

4.内製品 再調査 

5.内製品 再調査（依頼再利用） 

6.外製品 再調査 

： 
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1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品)(E) ＞ 一覧をクリック

します。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品)(E) 一覧］画面にて、ステータス‟

確定済”等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左の「まとめて操作」より、「内製品 再調査」を選択しま

す。 

 

4) 対象の内製品は、✐マーク左横にチェックボックスが表示され

ます。原産性の見直しを行う調査対象品のチェックボックスに

☑を入れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックし、表示されるポップアップ

にて「はい」をクリックします。 

 

※4)で☑を入れた調査対象品が複製され、＜FTA 対象品

(輸出品) (E)＞に新規の輸出品 ID(ステータス‟調査

中”)で登録されます。 

新規 ID の［FTA 対象品(輸出品)(E) 詳細］画面に

て、複製された新規調査 ID と再調査元の前輸出品 ID

を確認することができます。 

 

※＜原産資格調査(D)＞へ再調査対象品が新規の調査

ID(ステータス‟調査中”)で自動的に登録されます。 

調査品情報、生産情報、構成品、調査作成者情報につ

いては複製元調査 ID の情報がコピーされますが、複製元

調査 ID の原産資格調査の結果は新規 ID へ引き継がれ

ません。 

複製元の情報に変更がある場合は、＜原産資格調査

(D)＞にて適宜変更の上、調査を進めてください。 

 

 

 

  

まとめて操作 

： 

4.内製品 再調査 

5.内製品 再調査（依頼再利用） 

6.外製品 再調査 

： 
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【内製品 再調査 (依頼再利用）】 

過去の＜FTA 対象品(輸出品)(E)＞情報とそれに紐づく＜原

産資格調査(D)＞情報を複製します。 

※複製元の原産資格調査に紐づく各構成品の調査結果 

を、複製した新規調査 ID にそのまま紐付けします。 

※＜FTA 対象品(構成品)(P)＞は対象外の機能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品)(E) ＞ 一覧をクリック

します。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品)(E) 一覧］画面にて、ステータス‟

確定済”等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左の「まとめて操作」より、「内製品 再調査 (依頼再

利用)」を選択します。 

 

4) 対象の内製品は、✐マーク左横にチェックボックスが表示され

ます。原産性の見直しを行う調査対象品のチェックボックスに

☑を入れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックし、表示されるポップアップ

にて「はい」をクリックします。 

 

 

  

まとめて操作 

： 

4.内製品 再調査 

5.内製品 再調査（依頼再利用） 

6.外製品 再調査 

： 

◆「5.内製品 再調査（依頼再利用）」について 

定期原産性調査時に過去調査対象品における

原産資格調査に関する情報がすべて引き継がれ

ます。 

構成品に紐づく依頼とその調査結果についても含

まれます。 
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※4)で☑を入れた調査対象品が複製され、＜FTA 対象 

品(輸出品)(E)＞に新規の輸出品 ID(ステータス 

‟調査中”)で登録されます。 

新規 ID の［FTA 対象品(輸出品)(E) 詳細］画面に

て、複製された新規調査 ID と再調査元の前輸出品 ID

を確認することができます。 

 

※＜原産資格調査(D)＞へ再調査対象品が新規の調 

査 ID(ステータス‟調査中”)で自動的に登録されます。 

調査品情報、生産情報、構成品、調査作成者情報につ

いては複製元調査 ID の情報がコピーされます。 

さらに複製元調査 ID の構成品の調査結果を、新規 ID へ

そのまま紐付けします。 

複製元の情報に変更がある場合は、＜原産資格調査(D)

＞にて適宜変更の上、調査を進めてください。 

 

 

【外製品 再調査】/【再調査】 

過去の<FTA 対象品(輸出品/構成品)(E/P)>情報を複製

し、新規の輸出品/構成品 ID(ステータス‟調査中”)と依頼 ID

（ステータス‟作成中”）を作成します。 

※複製元に紐づく依頼 ID の調査結果は引き継がれません。 
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1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P)  ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟確定済”等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左の「まとめて操作」より下記いずれかを選択します。 

・＜FTA 対象品(輸出品)(E)＞：「外製品 再調査」 

・＜FTA 対象品(構成品)(P)＞：「再調査」 

 

4) 対象品は✐マーク左横にチェックボックスが表示されますので、

原産性の見直しを行う調査対象品のチェックボックスに☑を入

れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックします。 

 

6) 再調査を行う外製品について回答期限を設定します。 

 

7) 表示されるポップアップにて回答期限を入力し、「はい」をクリッ

クします。 

 

※4)で☑を入れた調査対象品が複製され、＜FTA 対象品

(輸出品/構成品) (E/P)＞に新規の輸出品 ID/構成品

ID(ステータス‟調査中”)で登録されます。 

新規 ID の［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 詳

細］画面にて、複製された新規調査 ID と再調査元の前

輸出品 ID/構成品 ID を確認することができます。 

 

8) ＜調査依頼・回答受信 (R)＞へ再調査対象品が新規の

依頼 ID(ステータス‟作成中”)で自動的に登録されます。 

 

9) メニュー ＞ 調査依頼・回答受信 (R) ＞ 未送信をクリック

すると、再調査対象品が表示されます。 

 

 

まとめて操作 

： 

4.内製品 再調査 

5.内製品 再調査（依頼再利用） 

6.外製品 再調査 

： 

まとめて操作 

1.依頼送信 

： 

 



 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance 目次へ戻る Ｅ/Ｐ）   35  

Ver.8.5 

E/P8） 契約利用者 

※まとめて依頼送信の手順については、R3-2)依頼を送信す

る(まとめて操作) をご参照ください。 

 

※作成された依頼は【定期原産性維持確認(期限延長依

頼)】がデフォルトで表示されます。 変更する場合は［調

査依頼・回答受信 編集］画面より行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.前回の原産性確認時には TKTC 審査要だったが、今回の定期原産性確認時には TKTC

審査不要にて再調査依頼を行いたいです。どうしたらよいでしょうか。 

A.「再調査」では過去に調査した内容（FTA 対象品詳細の情報）をもとに調査依頼が作成さ

れるため、TKTC 審査要にて再調査が行われてしまいます。したがって、TKTC 審査不要へ変

更されたい場合は、「輸出品複製」を行い、FTA 対象品詳細情報を編集する必要がございま

す。(参照 E/P10) 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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E/P9）調査対象品の有効期限を設定・管理する 
各調査対象品の有効期限を設定します。回答者の設定した有効期限/同意通知期限等(参照 D7-4)「有効期

限/同意通知期限」の設定に関して)を基に、定期原産性調査等の社内管理用としてご活用ください。 

※ステータスが‟調査中”と‟確定済”の調査対象品において設定が可能です。 

※こちらで設定した有効期限が原産資格証明書発行画面に反映します。 

 

 

 

 

【有効期限を設定する(1 件ずつ)】 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟確定済”等で絞り込みをします。 

 

3) 有効期限の設定をする調査対象品の✐マークをクリックしま

す。 

 

4) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 編集］画面の

『輸出品情報/構成品情報』にて、【有効期限】右横の□を

クリックします。 

 

5) yyyy/mm/dd で手入力するか、表示されるカレンダーから

日付を設定します。 

※本日以降の日付を入れてください。 

 

6) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 編集］画面の

「更新」をクリックすると、有効期限の設定が完了します。 

 

 

  

調査前 調査中 確定済 

 

 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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【有効期限を設定する(まとめて操作)】 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟確定済”等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左にある「まとめて操作」より、「有効期限の付与」を選

択します。 

 

4) 対象品の✐マーク左横にチェックボックスが表示されます。有

効期限の設定をする調査対象品のチェックボックスに☑を入

れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックします。 

 

6) 表示されるポップアップにて日付を設定し、「はい」をクリックしま

す。4)で☑を入れた調査対象品に有効期限が付与されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q.既に「達成」にて原産資格調査の回答を受信している調査対象品について、回答者より生産拠点を海外
へ移すため、半年後に原産資格を喪失する旨、連絡を受けました。 
当該調査対象品について、1 か月後に EPA 税率を適用した出荷を控えております。この場合、どのように対
応すればよいでしょうか。 

A.［FTA 対象品(輸出品)(E) 詳細］画面より、当該調査対象品の【有効期限】を原産資格の喪失時期
へと変更(短縮)します。設定した有効期限内であれば、原産地証明書への掲載は可能です。有効期限
が切れると、原産地証明書への掲載ができなくなります。 

※有効期限切れの調査対象品については、廃番登録とは異なり、「再調査」を行うことは可能です。状況
に応じて、有効期限の短縮、廃番登録を使い分けするようにしてください。 

 原産地証明書への掲載 再調査 

有効期限切れ × ○ 

廃番登録 × × 

 

☑

 

☑

 

まとめて操作 

： 

10.作業担当者の付与 

11.有効期限の付与 

12.アーカイブ 

： 
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【有効期限を管理する】 

期限間近の調査対象品の定期原産性確認を行う際は、一覧

画面より絞り込み検索を行い、該当の調査対象品をピックアップ

します。 

※有効期限のアラート機能は実装されていません。 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面より、

下記いずれかの方法で絞り込み検索を行います。 

・特定の有効期限を入力する 

・プルダウンより「有効期限切れ」を選択する 

・プルダウンより「1~6 ヶ月以内に期限切れ」を選択する 

 

3) 「検索」をクリックし調査対象品を絞り込みします。 

 

4) 調査対象品の絞り込みが完了したら、必要に応じて定期原

産性調査を行います。(参照 E/P8) 
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E/P10）表示ボタンの説明  
・調査対象品の登録後に、［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 詳細]画面にて表示されるボタンの機能をご

案内します。 

・ステータスおよび調査対象品の登録内容等により表示ボタンの種類は異なります。 

 

【ステータス‟調査前”】 

 

 

 

対象 ボタンの名称 解説 

共通 一覧へ戻る [FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P)一覧]画面へ戻ります。 

編集 [FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P)編集]画面へ遷移します。 

輸出品 複製 ※図１ 

構成品 複製 ※図 2 

輸出品/構成品情報を複製し、新規の輸出品 ID/構成品 ID を

作成します。複製後は輸出品/構成品情報を適宜変更し、新規の

原産資格調査や調査の依頼を行います。 

アーカイブ 対象の輸出品/構成品 ID がアーカイブされ、［FTA 対象品(輸出

品/構成品) (E/P) 一覧］画面に表示されなくなります。(参照 

共通機能 I-7)アーカイブ機能) 

輸出品(内製品) 原産資格調査 作成 調査 ID を新規で作成します。 

原産資格調査 複製 

※図 3 

過去に作成した調査 ID を複製し、新規の調査 ID を作成しま

す。(複製元調査 ID の調査結果および構成品の調査結果は新

規調査 ID へ引き継がれません。) 

原産資格調査 再利用 

※図 4 

・新規で作成した輸出品 ID に、過去に作成した調査 ID をそのま

ま紐づけします。 

・下記項目が全て一致する場合にボタンが表示されます。 

協定/輸入通関国(日アセアン協定/RCEP 協定のみ)/TKTC 審

査種別/HS コード/品番/補助品番/品名(英)/品名(日)/回答

方法/企業 ID/調査起点*企業 ID・品番・品名(英)・品名(日)  

/自社企業名 

※過去に作成した調査 ID に「有効期限/同意通知期限」が設定

されており、当該有効期限が切れている場合、上記の要件を満た

していてもボタンは表示されません。 

・ボタンクリック後の輸出品 ID のステータスは、‟調査完了”もしくは‟

調査中”となります。（紐づけした調査 ID のステータスに依ります） 

原産資格調査 複製 

（依頼再利用） 

※図 5 

・過去に作成した調査 ID を複製し、新規の調査 ID を作成しま 

す。 (複製元調査 ID の調査結果は新規調査 ID へは引き継 

がれませんが、複製元調査 ID の各構成品の調査結果は新規 

調査前 調査中 確定済 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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調査 ID へそのまま紐付けされます。) 

・下記項目が全て一致する場合にボタンが表示されます。 

協定/輸入通関国(日アセアン協定/RCEP 協定のみ)/TKTC 審

査種別/HS コード/品番/補助品番/品名(英)/品名(日)/回答

方法/企業 ID/調査起点*企業 ID・品番・品名(英)・品名(日) 

※過去に作成した調査 ID に「有効期限/同意通知期限」が設定

されており、当該有効期限が切れている場合、上記の要件を満た

していてもボタンは表示されません。 

・ボタンクリック後の輸出品 ID のステータスは、‟調査中”となります。 

輸出品(外製品) 

 

依頼作成 依頼 ID を新規で作成します。 

依頼再利用 

※図 6 

・新規で作成した輸出品 ID/構成品 ID に、過去に作成した依頼

ID をそのまま紐づけします。 

・下記項目が全て一致する場合にボタンが表示されます。 

協定/輸入通関国(日アセアン協定/RCEP 協定のみ)/TKTC 審

査種別/HS コード/品番/補助品番/品名(英)/品名(日)/仕入

先企業 ID/回答方法/企業 ID/調査起点*企業 ID・品番・品

名(英)・品名(日)/仕入先企業名 

・ボタンクリック後の輸出品 ID/構成品 ID のステータスは、‟確定 

済”もしくは‟調査中”となります。（紐づけした依頼 ID のステータ 

スに依ります。） 

構成品 依頼作成 依頼 ID を新規で作成します。 

調査起点*とは：調査対象品の起点企業の意で、＜FTA 対象品(輸出品)(E)＞＜FTA 対象品(構成品)(P)

＞の登録を行った企業、もしくは<原産資格調査(D)>にて構成品の依頼を作成した企業を指し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦以下図表 

オレンジハイライト：複製部分 

ピンクハイライト：再利用部分 

◆「原産資格調査 再利用」および「依頼再利用」について 

再利用元の調査 ID/依頼 ID のステータスは‟確定済”もしくは‟調査中”が対象となり、再利用後は当該

調査 ID/依頼 ID およびステータスをそのまま引き継ぎます(紐付けします)。 

特にステータス‟調査中”の ID は、再利用後に紐付けした調査 ID/依頼 ID の内容や結果が変わる可能

性もあります。再利用時に内容を確認頂くことに加え、結果が確定した際にも再度内容を確認するようにし

てください。 

 

◆過去に作成した調査 ID/依頼 ID がアーカ
イブされている場合、「原産資格調査 複製
/再利用/複製(依頼再利用)」 「依頼再
利用」の対象から除外されます。 

 アーカイブ操作については、共通機能 I-7)ア
ーカイブ機能 をご参照ください。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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※図１(輸出品複製)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図 2(構成品複製) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図 3(原産資格調査 複製) 
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※図 4(原産資格調査 再利用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図 5(原産資格調査 複製 (依頼再利用)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図 6(依頼再利用) 
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【ステータス‟調査中”】 

 

 

対象 ボタンの名称 説明 

共通 一覧へ戻る ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P)一覧］画面へ戻ります。 

編集 ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P)編集］画面へ遷移します。 

輸出品 複製 

構成品 複製 

輸出品(E)/構成品(P)情報を複製し、新規の輸出品 ID/構成品 ID

を作成します。複製後は輸出品/構成品情報を適宜変更し、新規の原

産資格調査や調査の依頼を行います。 

 

 

【ステータス‟確定済”】 

 

 

対象 ボタンの名称 説明 

共通 一覧へ戻る ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P)一覧］画面へ戻ります。 

編集 ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P)編集］画面へ遷移します。 

輸出品 複製 

構成品 複製 

輸出品(E)/構成品(P)情報を複製し、新規の輸出品 ID/構成品 ID

を作成します。複製後は輸出品/構成品情報を適宜変更し、新規の原

産資格調査や調査の依頼を行います。 

再調査 

(参照 E/P8) 

【内製品】 輸出品(E)情報および自社で行った原産資格調査情報を

複製し、新規の輸出品 ID および調査 ID を作成します。(複製元調

査 ID の調査結果および構成品の調査結果は新規調査 ID へは引

き継がれません。) 

【外製品】輸出品(E)/構成品(P)情報を複製し、新規の輸出品 ID/

構成品 ID および依頼 ID を作成します。(複製元に紐づく依頼 ID の

調査結果は新規依頼 ID へは引き継がれません。) 

※ステータス‟確定済”の場合のみボタンが表示されます。 

輸出品(内製品) 再調査 

(依頼再利用） 

(参照 E/P8) 

輸出品情報および自社で行った原産資格調査情報を複製し、新規の

輸出品 ID および調査 ID を作成します。(複製元調査 ID の調査結

果は新規調査 ID へは引き継がれませんが、複製元調査 ID の各構成

品の調査結果は新規調査 ID へそのまま紐付けされます。) 

※ステータス‟確定済”の場合のみボタンが表示されます。 

 

 

調査前 調査中 確定済 

調査前 調査中 確定済 
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E/P11）原産資格喪失の通知を受ける 
既に原産資格調査が完了している調査対象品の原産資格喪失通知を受信した際に、<FTA対象品(輸出品/構

成品)(E/P)>にて行う対応をご案内します。 

 

 

 

＜依頼送信・回答受信(R)＞ R12)原産資格喪失通知を受信する をご参照ください。 

＜原産資格調査(D)＞ D10)原産資格喪失通知 をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜FTA 対象品(輸出品/構成品)(E/P)＞ 

【自社管理の有効期限の変更】 

原産資格の喪失予定日まで猶予があり、喪失日まで引き

続き輸出を行う場合は、必要に応じて［FTA 対象品(輸

出品/構成品) 編集］画面にて有効期限の設定をご変

更ください。(参照 E/P9) 

 

【廃番登録】 

原産資格喪失通知は、通知のみの機能です。喪失日時

を過ぎた調査対象品についてはご自身で廃番登録を行い、

原産地証明書への掲載や再調査対象から外す作業が必

要となります。(参照 E/P7) 

 

 

調査前 調査中 確定済 

Q1.定期原産性確認を行った際に、当該
産品を扱う生産者より生産拠点が海
外へ移転になるため、原産資格を失う
旨、連絡がありました。この場合、どのよ
うにしたらよいでしょうか。 

A1.当該産品の［FTA 対象品(輸出品/
構成品) (E/P) 編集］画面にて「☑
廃番」へチェックを入れ、「更新」をクリッ
クします。また、社内メモについても、原
産資格が喪失する旨を記載するなど、

適宜ご利用ください。廃番登録をするこ
とで原産地証明書への掲載や、再調
査を行うことができなくなります。 

   
Q2.生産者より一度原産資格調査を行っ

た産品について構成品が変更になるた
め、再度原産資格調査を行う必要が
ある旨、連絡を受けました。この場合、
どのように進めればよいでしょうか。 

A2.その場合は、E/P8)を参照に個別に
再調査を行ってください。 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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E/P12-1）対象品登録後の削除について(1 件ずつ) 
ステータスが‟調査前”の調査対象品のみ、登録情報(ID)を削除することができます。 

 

 

 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟調査前”等で絞り込みをします。 

 

3) 削除する調査対象品の✐マークをクリックします。 

 

 

 

 

4) ［FTA対象品(輸出品/構成品) (E/P) 編集］画面にて、

「削除」をクリックすると削除が完了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査前 調査中 確定済 

 

 

◆「調査中」以降のステータスについて 

ステータスが「調査前」の調査対象品のみ

が削除対象となります。「調査中」以降の

ステータスへ進んでいる場合は削除ができ

ません。適宜、アーカイブ機能(参照共通

機能 I-7)アーカイブ機能)または社内メモ

をご活用いただくか、原産資格調査結果

を C/O へ反映させたくない場合等には廃

番登録を行ってください。(参照 E/P7) 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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E/P12-2）対象品登録後の削除について(まとめて操作) 
ステータスが‟調査前”の調査対象品のみ、登録情報(ID)を削除することができます。 

複数の調査対象品の ID を、一覧画面にてまとめて削除する方法をご案内します。 

 

 

 

   

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟調査前”等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左の「まとめて操作」より、「削除」を選択します。 

 

4) 対象の調査対象品は、✐マーク左横にチェックボックスが表示

されます。登録情報を削除する調査対象品のチェックボックス

に☑を入れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックし、表示されるポップアップ

にて「はい」をクリックします。 

 

6) 削除が完了しました、以後、削除した ID の参照ができなくな

ります。 

 

 

調査前 調査中 確定済 

◆「調査中」以降のステータスについて 

ステータスが「調査前」の調査対象品のみ

が削除対象となります。「調査中」以降の

ステータスへ進んでいる場合は削除ができ

ません。適宜、アーカイブ機能(参照共通

機能 I-7)アーカイブ機能)または社内メモ

をご活用いただくか、原産資格調査結果

を C/O へ反映させたくない場合等には廃

番登録を行ってください。(参照 E/P7) 

 

まとめて操作 

： 

14.削除 

 

： 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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E/P13-1）サプライヤー証明書を出力する(1 件ずつ) 
ステータスが‟確定済”の調査対象品(外製品)について、サプライヤー証明書を出力する方法をご案内します。 

サプライヤー証明書の表示項目については、A19)サプライヤー証明書 をご参照ください。 

※回答方法がサプライヤー証明書の調査対象品に限ります。 

 

 

 

 

1) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟確定済”等で絞り込みをします。 

 

2) サプライヤー証明書を出力する調査対象品の🔎マークをクリッ

クします。 

 

3) ［FTA 対象品(輸出品/構成品）(E/P) 詳細］画面の

『調査依頼情報』に証明書ファイル名が表示されているので、

右側の「サプライヤー証明書」をクリックします。 

 

4) ダウンロード画面にてファイルを保存します。 

 

 

調査前 調査中 確定済 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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E/P13-2）サプライヤー証明書を出力する(まとめて操作) 
ステータス‟確定済”の調査対象品(外製品)について、サプライヤー証明書をまとめて出力する方法をご案内します。 

サプライヤー証明書の表示項目については、A19)サプライヤー証明書 をご参照ください。 

※回答方法がサプライヤー証明書の調査対象品に限ります。 

 

 

 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス‟確定済”等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左の「まとめて操作」より、「サプライヤー証明書 ダウンロ

ード」を選択します。 

 

4) 対象の調査対象品は、✐マーク左横にチェックボックスが表示

されます。サプライヤー証明書を発行する調査対象品のチェッ

クボックスに☑を入れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックし、表示されるポップアップ

にて「はい」をクリックします。 

 

6) ダウンロード画面にてファイルを保存します。 

形式：サプライヤー証明書（zip ファイル） 

     ∟輸出品 ID E..（ファイル） 

∟サプライヤー証明書（pdf 形式） 

 

 

調査前 調査中 確定済 

 

まとめて操作 

： 

9.サプライヤー証明書 ダウンロード 

： 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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E/P14）作業担当者を付与する(まとめて操作) 
複数の調査対象品の作業担当者をまとめて付与する機能です。 

作業担当者の詳細については、共通Ⅰ-6)各業務の「作業担当者」について をご参照ください。 

 

 

 

 

1) メニュー ＞ FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) ＞ 

一覧をクリックします。 

 

2) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、ステータス等で絞り込みをします。 

 

3) 画面左の「まとめて操作」より、「作業担当者の付与」を選択

します。 

 

4) ✐マーク左横にチェックボックスが表示されます。作業担当者

を付与したい調査対象品のチェックボックスに☑を入れます。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

5) 選択が完了したら「実行」をクリックします。 

 

6) 表示されるポップアップにて作業担当者名を選択し、「はい」を

クリックします。 

 

7) ［FTA 対象品(輸出品/構成品) (E/P) 一覧］画面に

て、4)で選択した調査対象品の担当者所属部署および担

当者情報が更新されます。 

※担当者所属部署は登録済の場合のみ反映されます。 

 

調査前 調査中 確定済 

まとめて操作 

： 

10.作業担当者の付与 

： 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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＜更新履歴＞ 

P.7（E2）：第三者証明を選択する場合の日商企業登録番号入力について追加 

P.19（E/P3-2）：💡「希望回答期限」について追加 

 

Ver1.2→Ver.2 

P.17（E/P3-1）：日英協定についての関税率表示未実装の注記を追加 

P.22（E5-1）：輸出者判定品について追加 

P.41、P.42（E/P10）：※図 3(原産資格調査 複製)と※図 5(原産資格調査 複製 (依頼再利用))につい

て、コピー内容から「調査品情報」を削除 

P.39（E/P10）：原産資格調査再利用・複製(依頼再利用)・依頼再利用について 

一致必須条件に品名（英/日）を追加 

 

Ver.2→Ver.3 

P.30,P.32（E/P8）：複製した際にコピーされる情報について図を修正 

 

Ver.3→Ver.4 

P5（E1）,P7（E2）,P11（P1）,P13（P2）,P16（E/P3-1）：RCEP 協定を追加 

P20（E4）：💡および 2)の認定輸出者の対象協定へ RCEP 協定を追加 

P26（E/P7-1）：廃番機能の D)および A)への制御がかからないことを追加 

P39-40（E/P10）：「原産資格調査 再利用」「原産資格調査 複製(依頼再利用)」について 

一致必須条件に調査起点企業 ID・品番・品名(英)・品名(日)を追加、輸入通関国

(日アセアン協定)に RCEP 協定を追加、再利用元の調査 ID の有効期限が切れている

場合は表示されない旨、追加 

P40（E/P10）：「依頼再利用」について 

一致必須条件に調査起点企業 ID・品番・品名(英)・品名(日)を追加、輸入通関国(日アセ

アン協定)に RCEP 協定を追加 

P40（E/P10）：調査起点企業について追加 

 

Ver.4→Ver.5 

P10（P1、P3、P10）：JAFTAS Lite について追加 

P16（E/P3-1）：輸出品登録の際は日商企業登録番号が必須である旨追加 

 

Ver.5→Ver.6 

P26（E/P7-1）：💡追加（廃番とアーカイブについて） 

P40（E/P10）：💡追加（対象 ID がアーカイブされている場合について） 

P46（E/P12-2）：まとめて削除について追加 
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Ver.8.5 

E/P 更新履歴） 契約利用者 

Ver.6→Ver.7 

P16（E/P3-1）：「輸出品/構成品+HS 検索」ボタンについて説明を追加 

 

Ver.8→Ver.8.1 

全体：一覧の画面修正に合わせ、一覧の画面キャプチャを修正 

P4（E1）：項目名の修正・新規追加 

P8（E/P2）：HS コード最新年版を修正 

P10（P1）：項目名の修正・新規追加 

P17（E/P3-1）：HS コード最新年版、「関税率表示」ボタンについての（注）を修正 

P33（E/P8）：【外製品・再調査】/【再調査】の説明とキャプチャを修正 

P36（E/P9）：有効期限の設定ができるステータスを修正 

P43（E/P10）：対象：共通の再調査【外製品】の説明を修正 

P48（E/P13-2）：操作手順が 7 から始まっていたので 1 からに修正 

 

Ver.8.2→Ver.8.3 

P39（E/P10）：原産資格調査再利用の条件に自社企業名を追加 

P40（E/P10）：輸出品（外製品）と構成品の表を分割、依頼再利用の条件に仕入先企業名を追加 

P42（E/P10）：図 6 から構成品 ID と再利用元の R のステータスを削除 

 

Ver.8.3→Ver.8.4 

P6（E2）：詳細画面の画面キャプチャを修正 

P8（E2）：表に同意通知先企業登録番号と同意通知先企業名を追加 

P17 (E/P3-1)：表に同意通知先企業登録番号と同意通知先企業名を追加 

 

Ver.8.4→Ver.8.5 

P44（E/P11）：原産資格喪失通知の手順の図を修正 

全体：画面修正に伴い画面キャプチャを修正 


